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男 女 共 同 参 画 へ の あ ゆ み 

年号 世界(国連)の動き 国 の 動 き 県 の 動 き 西条市の動き 

１９７５年      
昭和 50 年  

・「国際婦人年」世界会
議 
(於メキシコシティー) 
・「世界行動計画」採択 
目標：平等・開発・平和 

・「婦人問題企画推進本部」
設置 
・「婦人問題企画推進会議」
設置 

  
  
 

  
  

１９７６年      
昭和 51 年   

・「国際婦人の 10 年」始
まる（～1985 年） 
  
  
  

・婦人参政権 30 周年 
・「特定業種育児休業法」
施行 
・「民法等の一部を改正す
る法律」施行（婚氏続称制
度） 

  
  
  
  

  
  
  
  

１９７７年      
昭和 52 年    

  ・「国内行動計画」策定   
 

  

１９７９年      
昭和 54 年    

・「女子差別撤廃条約」
採択 

  ・福祉部家庭福祉課に「婦
人対策班」設置 

  

１９８０年      
昭和 55 年    

・「国際婦人の 10 年」中
間年世界大会（於コペン
ハーゲン） 

・｢女子差別撤廃条約｣署名   
 
 
 

  

１９８１年      
昭和 56 年   

・「女子 
差別撤廃条約」発効 

・「民法及び家事審判法の
一部を改正する法律」施行
（配偶者の相続分引上げ
等） 

・婦人広報誌「えひめの
女性」創刊 

  
 
 
 
 

１９８２年      
昭和 57 年  

  ・「母子福祉法の一部を改
正する法律」施行（寡婦も
母子家庭に準じた取扱い） 

   
 
 
 

１９８３年      
昭和 58 年  

    
  

・「愛媛の婦人対策基本指
針」策定 
・「婦人対策班」を改め「婦
人対策室」設置 
・「愛媛県婦人対策推進会
議」設置 

 
 
 
 
 
 
 
 

１９８４年      
昭和 59 年  

  ・「婦人総合センター調査
研究委員会」設置 
・生活福祉部に「婦人福
祉課」設置 
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年号 世界(国連)の動き 国 の 動 き 県 の 動 き 西条市の動き 

１９８５年      
昭和 60 年   
 

・「国際婦人の 10 年」最
終年世界会議（於ナイロ
ビ） 
・西暦 2000 年に向けて
の「婦人の地位の向上の
ための将来戦略」採択 

・「国籍法及び戸籍法の一
部を改正する法律」施行
（国籍の父母両系主義等） 
・「女子差別撤廃条約」批
准 

・「婦人総合センター調査
研究委員会」報告書を提
出 
・「中国、四国、九州地区
婦人問題地域推進会議」
開催 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

１９８６年      
昭和 61 年  
   

  ・「婦人問題企画推進有識
者会議」設置 
・「国民年金等法の一部を
改正する法律」施行（女性
の年金権の確立） 
・「男女雇用機会均等法」
施行 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

１９８７年      
昭和 62 年    

  ・「新国内行動計画」策定 
 

・｢愛媛県婦人（現：女性）
総合センター｣オープン 

  
 
 
 
 

１９８９年      
平成元年      

・国連「児童の権利に関
する条約」採択 

・新学習指導要領公示 
 （家庭科の男女必修） 

・「第二次愛媛の婦人対策
基本指針」策定 
・「愛媛婦人問題（女性の
課題） 検討委員会」設置 

  
 
 
 
 
 

１９９０年      
平成 2 年      

・「婦人の地位向上のた
めのナイロビ将来戦略
に関する第一回見直し
と、評価に伴う勧告及び
結論」採択 

  
  
  
  
  

・県民福祉部に「婦人局」
設置 
・「愛媛県婦人(現：女性)
とくらしの対策推進本
部」設置 

  
  
  
  
 
  

１９９１年      
平成 3 年      

  
  
  
  
  
  
 
 

・「新国内行動計画」の第
一次改定 
 
  
  
 
 

・女性県政広報誌「フィ
ーリングオブ愛媛」創刊 
・生活文化総室に「女性
局」設置 
・「㈶えひめ女性財団」設
立 

 

１９９２年      
平成 4 年     

  
  
  
  
  

・「育児休業法」施行 
・婦人問題担当大臣設置  
  
  

・｢愛媛県女性行動計画｣
策定 
・「男女共同参画社会づく
り推進県民会議」設立 

 

１９９３年      
平成 5 年     

・「女性に対する暴力の
撤廃に関する宣言」採択 
  
  
  
  
 

・「パートタイム労働法」
施行 

・女性行政広報誌「えひ
めの女性」を改め「えひ
めの女・男(ひとびと)」
を発行 
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年号 世界(国連)の動き 国 の 動 き 県 の 動 き 西条市の動き 

１９９４年      
平成 6 年      

・国際家族年 
・国際人口開発会議 
 （カイロ）開催 
  
  
  

･総理府に｢男女共同参画
室｣設置 
・内閣に「男女共同参画推
進本部」設置 

  
  
  
  
  
  
 

 

１９９５年      
平成 7 年      

･第４回世界女性会議開
催（於北京） 
「北京宣言」及び「行動
綱領」採択 

・「ILO156 号条約」批准 
・「育児・介護休業法」施
行（一部平成 11 年 4 月施
行） 

  
  
  
  
  
 

・「旧西条市女性行動計
画」策定 
  
  
 

１９９６年      
平成 8 年      
  

  
  
  
  
  

・｢男女共同参画ビジョン｣
答申 
・｢男女共同参画 2000 年プ
ラン｣策定 

・男女共同参画マガジン
「DAN 男 DAN」発行 
  
  
 

・「旧東予市女性行動計
画」策定 
  
  
  
  

１９９７年      
平成 9 年      

  
  
  
  

･「男女雇用機会均等法、
労働基準法、育児・介護休
業法の一部を改正する法
律」成立 

・「愛媛県女性行動計画」
改定 
   
  

  
  
  
  

１９９８年      
平成 10 年      

  
  

・｢男女共同参画社会基本
法｣答申 

  
  
 
 

  
  

１９９９年      
平成 11 年      

  
  
  
  
  

・「男女共同参画社会基本
法」施行 
・「女性に対する暴力のな
い社会を目指して」答申 

・「愛媛県男女共同参画会
議」の設置 

  
  

２０００年      
平成 12 年      

・国連特別総会「女性
2000年会議」（於ニュー
ヨーク） 
「政治宣言」及び「成果
文書」採択 
  

・「女性に対する暴力に関
する基本的方策につい
て」、「男女共同参画基本
計画策定に当たっての基
本的な考え方」答申 
・「男女共同参画基本計画」
策定 

・県民環境部に「男女共
同参画局」設置 
・「愛媛県男女共同参画
推進本部」設置 
・「えひめ国際男女共同
参画フォーラム」開催 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

２００１年      
平成 13 年  
    

  
  
  
  
  
  

・｢男女共同参画会議｣設置 
・内閣府に「男女共同参画
局」設置 
・「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関
する法律」（ＤＶ防止法）
施行 

・「ドメスティック・バイ
オレンス根絶フォーラ
ム」開催 
・「愛媛県男女共同参画計
画」答申 
・｢愛媛県男女共同参画計
画」策定  
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年号 世界(国連)の動き 国 の 動 き 県 の 動 き 西条市の動き 

２００２年      
平成 14 年  

  ・｢愛媛県男女共同参画推
進条例」施行   
  

・「旧西条市男女共同参
画計画」策定 
 

２００３年      
平成 15 年  

・第 29 会期国連「女子
差別撤廃委員会」開催 

・「女性のチャレンジ支援
策の推進に向けた意見」の
決定 
 

・県民環境部県民協働局
に改組 
・県民協働局男女参画課
と改称 

 

２００４年      
平成 16 年  

 ・「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関
する法律」改正及び同法に
基づく基本方針の決定 
 

  

２００５年      
平成 17 年  

・第 49 回国連婦人の地
位委員会 
・国連「北京＋10」世界
閣僚級会合     
（ニューヨーク） 

・「次世代育成支援対策推
進法」完全施行 
 
・「第２次男女共同参画基
本計画」策定 

 ・男女共同参画に関する
市民意識調査実施 
・「男女共同参画推進会
議」及び「男女共同参画
推進庁内連絡会議」設置 
・「西条市男女共同参画
計画」（中間案）の公
表・意見募集 

２００６年      
平成 18 年  

 
 
 
 
 
 

・「男女雇用機会均等法」
改正 

・「愛媛県男女共同参画計
画～パートナーシップえ
ひめ 21～」中間改定 
・「愛媛県配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保
護に関する基本計画」策
定 

・「西条市男女共同参画
計画」策定 
 

２００７年      
平成 19 年  

 ・「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に関
する法律」改正 

・県民環境部管理局に改
組 
・管理局男女参画課と改
称 

 

２００８年      
平成 20 年  

 ・「配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護のた
めの施策に関する基本方
針」改定 
・男女共同参画推進本部決
定「女性の参画加速プログ
ラム」 

  

２００９年      
平成 21 年  

 ・「育児・介護休業法」改
正 

・男女共同参画に関する
世論調査 
・「愛媛県配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保
護に関する基本計画書」
改定 

 

２０１０年      
平成 22 年  

・第 50 回国連婦人の地
位委員会 
・国連「北京＋15」記念
会合 
（ニューヨーク） 

・「第 3 次男女共同参画基
本計画」策定 

 ・男女共同参画に関する
市民意識調査実施 
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年号 世界(国連)の動き 国 の 動 き 県 の 動 き 西条市の動き 

２０１１年      
平成 23 年  

  ・「第２次愛媛県男女共同
参画計画」策定 
・愛媛県女性総合センタ
ーを愛媛県男女共同参画
センターに改称 

 

２０１２年      
平成 24 年  

・「第 1 回女性に関する
ASEAN 閣僚級会合」開催
（ラオス ビエンチャ
ン） 

 ・「男女共同参画フォーラ
ム 2012 in えひめ」開
催 
 

 

２０１３年      
平成 25 年  

APEC 女性と経済フォー
ラム 2013 開催（インド
ネシア バリ島） 

 ・管理局男女参画・県民
協働課と改称 

 

２０１４年      
平成 26 年  

・APEC 女性と経済フォ
ーラム 2014 開催（中国 
北京） 

・「すべての女性が輝く社
会づくり本部」を設置し、
「すべての女性が輝かう
政策パッケージ」を決定 

・「愛媛県配偶者からの暴
力の防止及び被害者の保
護に関する基本計画」改
定 

・男女共同参画に関する
市民意識調査実施 

２０１５年      
平成 27 年  

・第 59 回国連婦人の地
位委員会（国連「北京＋
20」記念会合） 
（ニューヨーク） 

・「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法
律」（女性活躍推進法）成
立 
・「第 4 次男女共同参画基
本計画」策定 

・愛媛県県民環境部県民
生活局と改組 
県民生活局男女参画・県
民協働課となる 
・「第 2 次愛媛県男女共同
参画計画」の中間改訂 

・「第２次西条市男女共
同参画計画」素案の策定
及びパブリックコメン
トの実施 
・「第 2 次西条市男女共
同参画計画」策定 

２０１６年      
平成 28 年  

    

 

    

 

    

 


